
号

外

二�
令

和

元

年

六

月
二
十
八
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

廃
棄
物
対
策
課)

一

○
岐
阜
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国

し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
域
福
祉
課)

二

○
岐
阜
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(
都
市
政
策
課)

二

○
岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

建
築
指
導
課)

三

規

則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
五
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

九
条
第
一
項
の
表
関
ケ
原
古
戦
場
整
備
推
進
課
の
項
中｢

施
設
整
備
係｣

を｢

開
館
準
備
係｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

( ) 令和元年６月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日



岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
係
る
手
続
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成

二
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
、｢日

本
工

業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
号
記
入
上
の
留
意
事
項
三
中｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
記
入
上
の

留
意
事
項
四
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
記
入
上
の
留
意
事
項
七

中｢事
業
者
｣

を｢､
事
業
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
八
号
記
入
上
の
留
意
事
項
三
中｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
記
入
上
の

留
意
事
項
五
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
九
号
記
入
上
の
留
意
事
項
三
中｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
記
入
上
の

留
意
事
項
四
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
記
入
上
の
留
意
事
項
七

中｢事
業
者
｣

を｢､
事
業
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
記
入
上
の
留
意
事
項
三
中｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
記
入
上
の

留
意
事
項
五
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
記
入
上
の
留
意
事
項
三
中｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
記
入
上

の
留
意
事
項
四
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
記
入
上
の
留
意
事
項

七
中｢事

業
者
｣

を｢､
事
業
者
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
中｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
、｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
七
号

岐
阜
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
備
考
及
び
別
記
第
二
十
四
号
の
二
様
式
備
考
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日

本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
中
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
八
号

岐
阜
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
一
の
表
十
の
項
第
四
号
及
び
二
の
表
八
の
項
第
三
号
中｢

日
本
工
業
規
格｣

を｢

日
本
産

業
規
格｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
四
号
中

｢記
入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
六
号
中｢下

さ
い
｣

を｢く
だ
さ
い
｣

に
改
め
、

同
様
式
備
考
の
表
中｢車

い
す
使
用
者
用
便
房
｣

を｢車
椅
子
使
用
者
用
便
房
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中

｢記
入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
四
号
中｢下

さ
い
｣

を｢く
だ
さ
い
｣

に
改
め
、

同
様
式
備
考
の
表
中｢車

い
す
使
用
者
用
便
房
｣

を｢車
椅
子
使
用
者
用
便
房
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
及
び
別
記
第
六
号
様
式
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年６月28日 ( )２
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令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
九
号

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
号

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
表
面
中｢貼 は

り
付
け
て
｣

を｢貼
り
付
け
て
｣

に
、｢貼 ち

ょ
う付
｣

を｢貼
付
｣

に
、

｢
を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
注
意
事
項
一
中｢表

題
の
｣

を｢､
表
題
の
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
四
中

｢６
ヶ
月
｣

を｢､
６
ヶ
月
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
意
事
項
五
中｢当

該
免
許
証
｣

を｢､
当
該
免
許

証
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
備
考
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和元年６月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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令
和
元
年
六
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


